
附帯意見  

 

 

（市第 72 号議案）  

  本市地域図書館への指定管理者制度の導入に当たっては、社会教育施設である

図書館として、本市図書館のサービス水準の維持向上とこれまで培ってきた市民

の信頼にこたえるよう十分に配慮することが肝要である。  

よって、指定管理者制度導入に当たり、次の事項について特段の対応を図られ

たい。  

１  中央図書館の支援により、地域図書館・中央図書館１８館のネットワーク体

制や系統的な資料収集体制を維持しつつ、図書館サービスのさらなる向上に努

めること。  

２  子供の読書活動の推進や学力向上に重要な役割を担う学校図書館充実のため

の支援については、学校図書館ボランティアへの育成、支援も含めて、市立図

書 館 と し て 一 層 の 推 進 を 図 る こ と 。 ま た 、 地 域 に お い て 読 書 に 関 す る ボ ラ ン

ティア活動を行っている市民への支援、協力を引き続き推進するとともに、そ

の育成にも努めること。  

３  地域に関する資料や情報の収集及び提供を進めるとともに、区役所や関係機

関との連携をより一層推進し、「地域の情報拠点」としての機能の充実を図る

こと。  

４  地 域 住 民 の 図 書 館 に 対 す る ニ ー ズ の 把 握 に 努 め 、 地 区 セ ン タ ー や コ ミ ュ ニ

ティハウスなどの地域の図書コーナーとの連携を図るなど、住民ニーズを反映

したサービスを推進すること。  

５  これまで本市図書館の司書職員が築き上げてきた図書館サービスや地域との

連携などのノウハウを適切に引き継ぐこと。また、指定管理者制度導入の成果

の検証に当たっては、客観的、実証的な評価ができるよう、適切な指標や基準

を十分に検討し設定すること。  

 


